
 

 

株式会社アイシン福井・サービス行動計画 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 7年 6月 1日～令和 9年 3月３１日までの 2年間 

 

 

２．内容 

 

 

 

 

＜対策＞ 

＜取組み内容＞ 男性育休の取得推進 

育休取得に向けた個別フォロー  ［2025年～］ 

男性育休の理解浸透のための情報展開  ［2025年～］ 

 

 

 

 

＜対策＞ 

勤怠管理システムを活用し、上司のみでなく各個人が残業時間を把握できる仕組み 

                               ［2025年～］ 

 

 

 

 

 

目標１：男性育児に係る休暇の取得率 30％を 60％にする 

目標 2：時間外労働を１０％減する 


